
JP 5178422 B2 2013.4.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱構造を有し内部に媒体を貯留する貯留部（１０）と、
　前記貯留部（１０）の内部に媒体を導入する媒体導入部（２０ａ）を備える媒体入口部
（２０）と、
　前記貯留部（１０）の内部の媒体を排出する媒体排出部（３０ａ）を備える媒体出口部
（３０）と、
　前記媒体導入部（２０ａ）と前記媒体導出部（３０ａ）との間に備えられ、導入された
媒体の流れを前記貯留部（１０）の径方向に略均一にする整流部（４０）と、
　を備え、
　前記貯留部（１０）は、前記整流部（４０）を前記媒体の流れ方向への移動を規制する
規制部材（１２ａ、１２ｂ、２０ｂ）を備え、
　前記整流部（４０）と、前記貯留部（１０）の内壁とが、前記媒体が流通する所定の間
隙を有することを特徴とする蓄熱装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の蓄熱装置において、
　前記規制部材（１２ａ、１２ｂ）は、前記整流部（４０）の外周側から、前記媒体の流
れ方向への移動を規制することを特徴とする蓄熱装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の蓄熱装置において、
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　前記規制部材（１２ａ、２０ｂ）は、前記整流部（４０）の外周側及び内周側から、前
記媒体の流れ方向への移動を規制することを特徴とする蓄熱装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の蓄熱装置において、
　前記規制部材（１２ａ、１２ｂ）は、前記整流部（４０）の媒体流れ方向下流側に、前
記貯留部（１０）の内側に突設する第１の規制部（１２ａ）と、前記整流部（４０）の媒
体流れ方向上流側に、前記貯留部（１０）の内側に突設する第２の規制部（１２ｂ）と、
から構成されることを特徴とする蓄熱装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の蓄熱装置において、
　前記規制部材（１２ａ、２０ｂ）は、前記整流部（４０）の媒体流れ方向下流側に、前
記貯留部（１０）の内側に突設する第１の規制部（１２ａ）と、前記整流部（４０）の媒
体流れ方向上流側に、前記媒体入口部（２０）から突設する第２の規制部（２０ｂ）と、
から構成されることを特徴とする蓄熱装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一つに記載の蓄熱装置において、
　前記整流部（４０）は、前記貯留部（１０）よりも電気的に卑な材質から構成されてい
ることを特徴とする蓄熱装置。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれか一つに記載の蓄熱装置において、
　前記整流部（４０）は、前記貯留部（１０）よりも電気的に卑な材質の鍍金が施されて
いることを特徴とする蓄熱装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一つに記載の蓄熱装置において、
　前記整流部（４０）の前記規制部材（１２ａ、１２ｂ）に近接する部分が、曲面を有す
ることを特徴とする蓄熱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジン等の暖機を促進するために媒体を貯留する蓄熱装置及びその製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載されるエンジンの暖機を促進することによって、燃費効率を高め排気ガス等
のエミッションを低減できることは知られている。一方で、エンジンが停止した後長時間
が経過した場合は、冷却水を含めたエンジン周辺の温度は低い状態となる。この状態でエ
ンジンを再始動すると、冷却水の比熱容量が大きいため、暖機が完了するまでにある程度
の時間が必要となる。
【０００３】
　これに対して、エンジン運転中に温められた温水を貯留する断熱構造を有する蓄熱装置
を備え、エンジン始動時にこの蓄熱装置に貯留された温水を用いることで、エンジンの暖
機を促進する技術が知られている。
【０００４】
　このような蓄熱装置では、流入する液体と貯留された液体との温度差が大きいときに、
これらが混じり合わないように整流板（隔壁）を設けている。隔壁は、液体が流通する多
数の孔を備え、高温の液体が、低温の液体と混じり合うことなく排出できるように構成さ
れている（特許文献１、特許文献２及び特許文献３参照。）。
【特許文献１】特開２００４－１５４３３８号公報
【特許文献２】特開２００４－１７３８９７号公報
【特許文献３】特開２００４－２２４１５３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の蓄熱装置は、整流板として機能する隔壁を、蓄熱タンクの内側に溶接により固定
している。
【０００６】
　しかしながら、溶接により部品を固定する場合は、特に蓄熱タンク内部の媒体が貯留さ
れる部位において、溶接部近辺の微少な隙間がある場合は、この隙間に媒体の淀みが発生
し、隙間腐食が発生する場合がある。これにより、蓄熱タンク自体が腐食し、水漏れや、
タンク外壁の真空が失われて保温機能の喪失が発生する恐れがある。
【０００７】
　本発明は、このような問題点を鑑みてなされたものであり、構造に起因する腐食等によ
って、水漏れや保温機能の喪失等の不具合が発生することを防止できる蓄熱装置を、製造
コストを増加させることなく提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、断熱構造を有し内部に媒体を貯留する貯留部と、前記貯留部
の内部に媒体を導入する媒体導入部を備える媒体入口部と、前記貯留部内の媒体を排出す
る媒体排出部を備える媒体出口部と、前記媒体導入部と前記媒体導出部との間に備えられ
、導入された媒体の流れを前記貯留部の径方向に略均にする整流部と、を備え、前記貯留
部は、前記整流部の前記媒体の流れ方向の移動を規制する規制部材を備え、前記整流部と
、前記貯留部の内壁とが、前記媒体が流通する所定の間隙を有することを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の蓄熱装置において、前記規制部材は、前記
整流部の外周側から、前記媒体の流れ方向への移動を規制することを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の蓄熱装置において、前記規制部材は、前記
整流部の外周側及び内周側から、前記媒体の流れ方向への移動を規制することを特徴とす
る。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の蓄熱装置において、前記規制部材は、前記
整流部の媒体流れ方向下流側に、前記貯留部の内側に突設する第１の規制部と、前記整流
部の媒体流れ方向上流側に、前記貯留部の内側に突設する第２の規制部と、から構成され
ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の蓄熱装置において、前記規制部材は、前記
整流部の媒体流れ方向下流側に、前記貯留部の内側に突設する第１の規制部と、前記整流
部の媒体流れ方向上流側に、前記媒体入口部から突設する第２の規制部と、から構成され
ることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一つに記載の蓄熱装置において、
前記整流部は、前記貯留部よりも電気的に卑な材質から構成されていることを特徴とする
。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一つに記載の蓄熱装置において、
前記整流部は、前記貯留部よりも電気的に卑な材質の鍍金が施されていることを特徴とす
る。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、請求項１から７のいずれか一つに記載の蓄熱装置において、
前記整流部の前記規制部材に近接する部分が、曲面を有することを特徴とする蓄熱装置。
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【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載の発明によると、導入された媒体の流れを前記貯留部の径方向に略均に
する整流部を、貯留部の内壁と前記媒体が流通する所定の間隙を有したまま規制部材によ
り移動を規制するので、整流部と貯留部の内壁との間に微少隙間が形成されず、隙間腐食
により発生する不具合を防止することができる。
【００１９】
　請求項２に記載の発明によると、規制部材は、整流部の外周側から媒体の流れ方向への
移動を規制するので、簡易な構成で整流部の移動を確実に規制することができ、蓄熱装置
の製造コストを削減することができる。
【００２０】
　請求項３に記載の発明によると、規制部材は、整流部の外周側及び内周側から媒体の流
れ方向への移動を規制するので、簡易な構成で整流部の移動を確実に規制することができ
、蓄熱装置の製造コストを削減することができる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によると、貯留部の内側に突設する第１の規制部と第２の規制部
とによって整流部の移動を規制するので、整流部と貯留部の内壁との間に微少隙間が形成
されず、隙間腐食により発生する不具合を防止することができる。また、簡易な構成で整
流部の移動を確実に規制することができ、蓄熱装置の製造コストを削減することができる
。
【００２２】
　請求項５に記載の発明によると、貯留部の内側に突設する第１の規制部と、媒体入口部
から突設する第２の規制部とによって整流部の移動を規制するので、整流部と貯留部の内
壁との間に微少隙間が形成されず、隙間腐食により発生する不具合を防止することができ
る。また、簡易な構成で整流部の移動を確実に規制することができ、蓄熱装置の製造コス
トを削減することができる。
【００２３】
　請求項６に記載の発明によると、整流部は、貯留部よりも電気的に卑な材質から構成さ
れているので、犠牲防食作用により整流部に近接する貯留部の腐食を防止することができ
る。
【００２４】
　請求項７に記載の発明によると、整流部は、貯留部よりも電気的に卑な材質の鍍金が施
されているので、犠牲防食作用により整流部に近接する貯留部の腐食を防止することがで
きる。
【００２５】
　請求項８に記載の発明は、整流部の前記規制部材に近接する部分が、曲面を有するので
、整流部が貯留部にエッジ当たりしないように構成することにより、貯留部の耐久性を低
下させないようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２９】
　＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態の蓄熱装置１０の斜視断面図である。
【００３０】
　蓄熱装置１０は、液体である媒体を貯留するタンクである。
【００３１】
　蓄熱装置１０は、内部に冷却水等の媒体を貯留可能に瓶状に構成された内側タンク１２
と、内側タンク１２と所定の空間を隔てて、内側タンク１２を内包する外側タンク１１と
、から構成される。この外側タンク１１と内側タンク１２との間の所定の空間を略真空と
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することで、蓄熱装置１０が外気から断熱され、内部に貯留された媒体を保温することが
できる。
【００３２】
　これら外側タンク１１及び内側タンク１２は、例えばＳＵＳ３０４等、耐食性に優れた
ステンレス鋼等の金属製材質を用いることが好適である。
【００３３】
　蓄熱装置１０は、媒体を蓄熱装置１０内部へと流通させる媒体入口部としての入口パイ
プ２０と、貯留された媒体を蓄熱装置１０から排出する媒体出口部としての出口パイプ３
０と、を備える。これら入口パイプ２０及び出口パイプ３０は、例えば樹脂製の材料によ
って構成される。
【００３４】
　入口パイプ２０は、蓄熱装置１０の底部側に備えられる。入口パイプ２０は、入口孔２
１及び出口孔２２を有しており、これら入口孔２１及び出口孔２２が、図示しない車両の
冷却水系統に接続され、媒体としての冷却水が流通する。
【００３５】
　入口パイプ２０は二重管構造となっており、二重管構造の外側が、入口孔２１と蓄熱装
置１０内部へと開口するスリット部２０ａとを連通する。また、二重管構造の内側が、出
口パイプ３０と出口孔２２とを連通する。
【００３６】
　媒体は、入口孔２１から流入し、入口パイプ２０の二重管構造の外側を経由してスリッ
ト部２０ａに至り、このスリット部２０ａから蓄熱装置１０の内部に流入する。また、蓄
熱装置１０内部の媒体は、出口パイプ３０の上方側に開口する開口部３０ａから、出口パ
イプ３０内部を通過し、入口パイプ２０に備えられる出口孔２２から排出される。
【００３７】
　すなわち、このスリット部２０ａが蓄熱装置１０内部に媒体を導入する媒体導入部とし
て構成され、開口部３０ａが蓄熱装置１０内部の媒体を導出する媒体導出部として構成さ
れている。
【００３８】
　なお、内側タンク１２において、出口パイプ３０の上方側には、上側にわずかに凸出し
た凸部１４が形成されている。この凸部１４は、媒体に含まれる空気等の気体を一時的に
貯めておき、媒体の流出と共にこの気体を排出するために備えられている。
【００３９】
　蓄熱装置１０の内部には、薄板状の整流板４０が備えられる。
【００４０】
　整流板４０は、入口パイプ２０のスリット部２０ａと出口パイプ３０の開口部３０ａと
の間に設けられる。
【００４１】
　より具体的には、整流板４０は、蓄熱装置１０の内側タンク１２を上部側と底部側に分
離する。整流板４０の表面には、底部側から流入した媒体を上部側へと流通する流通孔４
１が多数設けられている。
【００４２】
　この流通孔４１によって、蓄熱装置１０の内部で、入口パイプ２０から導入された媒体
が、径方向に略均一となるように広がる。これにより、導入された媒体の一部が入口パイ
プ２０から出口パイプ３０へと最短経路でショートカットして流れることが防止される。
すなわち、この整流板４０によって、媒体の流れが整流される整流部が構成されている。
【００４３】
　例えば、蓄熱装置１０内部に高温の媒体が貯留されており、入口パイプ２０からは低温
の媒体が流入するときは、この整流板４０によって低温の媒体が出口パイプ３０へと流出
することが妨げられ、蓄熱装置１０内部の高温の媒体が優先して排出される。整流板４０
によって均一に広げられた低温の媒体は、入口パイプ２０から徐々に蓄熱装置内部を上部
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側へと蓄積され、最終的にほとんどの高温の媒体が排出された後、低温の媒体が蓄熱装置
１０内部に満たされる。このように構成することにより、蓄熱装置１０の蓄熱効率を高め
ることができる。
【００４４】
　この整流板４０は、後述するように、内側タンク１２の内壁に形成された第１の規制部
１２ａと、内側タンク１２の底部側の内壁に形成された第２の規制部１２ｂとの間で、上
部側方向と底部側方向とへの移動が規制されている。また、整流板４０は、略中央に出口
パイプ３０が貫通する貫通孔４２が備えられ、径方向への移動が規制されている。
【００４５】
　従来、この整流板４０は、蓄熱装置１０の内側タンク１２に溶接等により接合されてい
た。しかし、貯留部を構成する内側タンク１２の内壁に、薄板状の構造物を直接接合した
場合は、接合部付近に微少な隙間が形成される。
【００４６】
　この微少な隙間において、媒体の淀みによる隙間腐食が発生する可能性がある。この腐
食により内側タンク１２にピンホール等が形成されて水漏れが発生したり、外側タンク１
１と内側タンク１２との間の真空が失われることにより保温機能の喪失等の不具合が発生
しうる。
【００４７】
　そこで、本発明の第１の実施形態では、以下に説明するような構成によって、内側タン
ク１２における腐食の発生を防止するように構成した。
【００４８】
　本願の第１の実施形態の蓄熱装置１０は、図１に示すように、内側タンク１２の内側に
、環状のリブ（第１の規制部）１２ａが形成されている。この第１の規制部１２ａは、内
側タンク１２の全周に渡ってタンク内側に所定の高さの突起が起立する構造である。この
第１の規制部１２ａは、例えば絞り加工により形成される。
【００４９】
　この第１の規制部１２ａは、その内径が、内側タンク１２の内部に挿入される整流板４
０の外径よりも小さくなるように加工される。この第１の規制部１２ａにより、整流板４
０が上部側方向に移動することが規制される。
【００５０】
　また、内側タンク１２の底部側には、蓋部１３が接合される。蓋部１３には、第１の規
制部１２ａと同様に、全周に渡って環状の第２の規制部１２ｂが形成されている。この第
２の規制部１２ｂにより、整流板４０が底部側方向に移動することが規制される。
【００５１】
　この第１の規制部１２ａと第２の規制部１２ｂとは、所定の間隔を有しており、その所
定の間隔は整流板４０の厚さよりも大きく設定されている。これにより、整流板４０が、
第１の規制部１２ａ及び第２の規制部１２ｂそれぞれから所定の間隔だけ離れた状態で備
えられる。
【００５２】
　なお、蓋部１３は、接合部１２ｃにおいて、内側タンク１２と溶接により接合する。こ
れにより、蓋部１３が内側タンク１２と一体化し、内側タンク１２内部に媒体を貯留する
ことができる。
【００５３】
　整流板４０の中央部は、出口パイプ３０が貫通する貫通孔４２が備えられている。この
貫通孔４２は、その径が出口パイプ３０の外径に対応する形状を備えている。出口パイプ
３０を蓄熱装置１０内部に挿入したとき、出口パイプ３０と貫通孔４２とによって、整流
板４０が、蓄熱装置１０内部に径方向に固定される。このとき、整流板４０の外周は、内
側タンク１２の外壁から所定の間隔だけ離れた状態で備えられる。
【００５４】
　このような構造によって、整流板４０は、内側タンク１２の内壁と一定の間隙を有した
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まま、内側タンク１２内部の所定位置で、移動が規制される。
【００５５】
　なお、蓄熱装置１０内部に媒体が満たされていない状態では、整流板４０は重力に従っ
て底部側の第２の規制部１２ｂに接しているが、蓄熱装置１０の内部に媒体が満たされ、
かつ、媒体が流通している場合は、媒体は、流通孔４１だけではなく、整流板４０と内側
タンク１２との間の間隙をも通過しながら、入口パイプ２０側から出口パイプ３０側へと
流通する。
【００５６】
　この媒体の流れによって、整流板４０は、内側タンク１２の内壁や第１の規制部１２ａ
、第２の規制部１２ｂに接することなく、蓄熱装置１０内部の所定位置で浮いた状態とな
る。
【００５７】
　また、整流板４０は、内側タンク１２の材質よりも電気的に卑となる材質を用いること
が好適である。例えば、内側タンク１２をステンレスで構成した場合には、整流板４０の
材質に電気陰性度がより高いアルミニウム等を用いる。このように構成することによって
、整流板４０を犠牲部材として機能させて、犠牲防食作用により整流板４０に近接する内
側タンク１２周辺の腐食を防止することができる。
【００５８】
　なお、整流板４０の強度が要求される場合には、材質をアルミニウムとするのではなく
、鋼板にアルミニウムや亜鉛等によるメッキ加工を施した材質として、その表面を犠牲部
材として機能させてもよい。
【００５９】
　本発明の第１の実施形態では、内側タンク１２と整流板４０とを溶接等による接合を行
う必要がない。従って、内側タンク１２と整流板４０とを異なる材質としたり、異なる表
面処理とすることができる。
【００６０】
　このように、整流板４０が、蓄熱装置１０を構成する内側タンク１２と、所定の間隔を
有したまま固定されていることで、溶接等の接合により形成される微少隙間が無くなり隙
間主食の発生を防ぐことができる。また、整流板４０を固定するための加工作業が不要と
なり、製造コストを低減することができる。
【００６１】
　次に、この蓄熱装置１０の製造方法を説明する。
【００６２】
　蓄熱装置１０は、前述のように、外側タンク１１及び内側タンク１２と、入口パイプ２
０及び出口パイプ３０とからなる。
【００６３】
　まず、底部側が未加工である碗状の内側タンク１２を用意する。この内側タンク１２の
要所に、環状の第１の規制部１２ａを加工する（第１の工程）。
【００６４】
　次に、この内側タンク１２に、予め流通孔４１等を加工した整流板４０を挿入する（第
２の工程）。
【００６５】
　次に、内側タンク１２の底部側に、蓋部１３を溶接等の手段により接合する。なお、こ
の蓋部１３は、前述のように、第２の規制部１２ｂが予め加工されている（第３の工程）
。
【００６６】
　次に、外側タンク１１を加工する。
【００６７】
　外側タンク１１は、内側タンク１２と同様に、例えば底部側が未加工の外側タンク１１
を用意し、これに内側タンク１２を挿入した後、外側タンク１１の底部を加工する。



(8) JP 5178422 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

【００６８】
　なお、外側タンク１１の底部は、内側タンク１２の蓋部１３と一部で接合するよう構成
されている。これにより、外側タンク１１と内側タンク１２との間に、密閉された空間が
形成される。
【００６９】
　その後、この外側タンク１１と内側タンク１２との間の空間が略真空となるように、ポ
ンプ等により内部の空気を吸引する。このとき、例えば外側タンク１１に予めバルブを設
けておき、ポンプによる吸引後にバルブを閉鎖するようにしてもよい（第４の工程）。
【００７０】
　次に、蓄熱装置１０の底部側の開口部分に、入口パイプ２０及び出口パイプ３０を挿入
する。このとき、出口パイプ３０が整流板４０の貫通孔４２を貫通することにより、整流
板４０の径方向での位置決めがなされる（第５の工程）。
【００７１】
　以上の工程によって、蓄熱装置１０が製造される。
【００７２】
　なお、内側タンク１２と蓋部１３との接合は、前述のような形状に限られず、様々な形
状とすることができる。
【００７３】
　図２は、本発明の第１の実施形態の他の例の蓄熱装置１０の要部の断面図を示す。
【００７４】
　図１において前述した例では、内側タンク１２と蓋部１３とを角部で接合させて溶接を
行った。これに対して、図２に示す例では、内側タンク１２の開口部の端面と蓋部１３の
端面とを線で接合する、いわゆる突合せ溶接により接合を行う。
【００７５】
　このように構成することにより、内側タンク１２の内部に微少隙間が形成されないよう
な構成とすることができる、また、内側タンク１２の形状の自由度が高まる。
【００７６】
　図３は、本発明の第１の実施形態のさらに別の例の蓄熱装置１０の要部の断面図を示す
。
【００７７】
　図３に示す例では、第１の規制部１２ａと第２の規制部１２ｂとを、ほぼ同じ形状とし
た。このような形状とすることによって、第２の規制部１２ｂの位置が、蓋部１３の接合
位置に限定されることがないため、整流板４０の設置位置や、内側タンク１２の形状の自
由度が高まる。
【００７８】
　図４は、本発明の第１の実施形態のさらに別の例の蓄熱装置１０の要部の断面図を示す
。
【００７９】
　図４に示す例では、整流板４０の外縁を内側に折り曲げ加工を施した例である。
【００８０】
　整流板４０は、出口パイプ３０によって径方向の移動は規制されているものの、第１の
規制部１２ａ及び第２の規制部１２ｂの間で移動可能に備えられている。そのため、蓄熱
装置１０内部の媒体の流れにより、第１の規制部１２ａ又は第２の規制部１２ｂに接触す
る場合があり得る。この接触により第１の規制部１２ａ又は第２の規制部１２ｂに傷が発
生し、内側タンク１２の耐久性が低下する場合がある。
【００８１】
　そこで、この整流板４０の外縁を折り曲げ加工により折り曲げ部４０ａを形成し、整流
板４０の周方向の外縁が内側タンク１２に対して曲面を有するように加工した。このよう
に、整流板４０の第１の規制部１２ａ又は第２の規制部１２ｂに近接する部分が曲面を有
することで、整流板４０が内側タンク１２にエッジ当たりしないように構成することによ
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り、内側タンク１２の耐久性を低下させないようにすることができる。
【００８２】
　このように構成された本発明の第１の実施形態の蓄熱装置１０は、蓄熱装置１０内部の
媒体貯留部である内側タンク１２に、流入する媒体と貯留された媒体が直接混ざることに
よる温度効率の低下を防止するための整流板４０を備えた。そして、この整流板４０は、
内側タンク１２かた所定の間隔を隔てて備えられている。これにより、内側タンク１２と
整流板４０とが溶接等により直接接合されないため、接合により形成される微少隙間によ
って発生する隙間腐食を防止することができ、水漏れや、真空が喪失されることによる断
熱効果の低下を防止することができる。
【００８３】
　特に整流板４０は、内側タンク１２に形成された第１の規制部１２ａ及び第２の規制部
１２ｂにより、上下方向への動きが規制されるので、簡易な構成によって、整流板４０を
接合することなく、蓄熱装置１０内部に固定することができる。
【００８４】
　また、これら第１の規制部１２ａ及び第２の規制部１２ｂは、内側タンク１２を形成す
る際に溶接等により接合する蓋部１３の接合部分に備えられるため、製造工数を増加させ
ることなく、整流板４０を固定する構造を形成することができる。
【００８５】
　またさらに、整流板４０は、近接する内側タンク１２を構成する材質よりも電気的に卑
となる材質を用いたので、整流板４０が犠牲部材となり、内側タンク１２の腐食を防ぐこ
とができる。
【００８６】
　またさらに、整流板４０の外縁を折り曲げ加工してエッジ当たりを避けることにより、
内側タンク１２の耐久性を低下させないようにすることができる。
【００８７】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００８８】
　前述の第１の実施形態では、整流板４０の上下方向の移動を規制するため、内側タンク
１２に二つの規制部材（第１の規制部１２ａ、第２の規制部１２ｂ）を備えた。これに対
して第２の実施の形態では、内側タンク１２に一つの規制部材のみを備えた。そして、整
流板４０の底部側方向への移動の規制は、入口パイプ２０により行うよう構成した。
【００８９】
　なお、前述の第１の実施形態と同一の構成には同一の符号を付し、その説明は省略する
。
【００９０】
　図５は、本発明の第２の実施形態の蓄熱装置１０の要部の断面図を示す。
【００９１】
　内側タンク１２には、前述のように第１の規制部１２ａが形成される。一方、内側タン
ク１２には、第２の規制部１２ｂは形成されていない。
【００９２】
　第２の実施形態では、整流板４０を、入口パイプ２０から突設した第２の規制部である
押さえ部２０ｂにより、底部側への移動を規制する。
【００９３】
　このような構造によって、整流板４０は、内側タンク１２の内壁と一定の間隙を有した
まま、内側タンク１２内部の所定位置で、移動が規制される。
【００９４】
　また、前述のように、蓄熱装置１０内部に媒体が満たされていない状態では、整流板４
０は重力に従って底部側の押さえ部２０ｂに接している。蓄熱装置１０の内部に媒体が満
たされ、かつ、媒体が流通している場合は、この媒体の流れによって、整流板４０は、内
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側タンク１２の内壁や第１の規制部１２ａ、押さえ部２０ｂに接することなく、蓄熱装置
１０内部の所定位置で浮いた状態となる。
【００９５】
　なお、隙間腐食を防ぐために、押さえ部２０ｂと整流板４０とが対峙する箇所を、面で
接するのではなく線又は点で接するような構造としてもよい。
【００９６】
　次に、第２の実施形態の蓄熱装置１０の製造方法を説明する。
【００９７】
　まず、底部側が未加工の内側タンク１２を用意する。この内側タンク１２の要所に、第
１の規制部１２ａを例えば絞り加工等により形成する（第１の工程）。
【００９８】
　次に、この内側タンク１２に、予め流通孔４１等を加工した整流板４０を挿入する（第
２の工程）。
【００９９】
　次に、内側タンク１２の底部側に、蓋部１３を溶接等の手段により接合する。
【０１００】
　なお、このとき、蓋部１３に相当する構造を、絞り加工によって内側タンク１２を変形
させることにより形成してもよい。第２の実施形態では、整流板４０の底部側方向には規
制部材を設けないので、絞り加工により蓋部１３に相当する構造を形成することができる
（第３の工程）。
【０１０１】
　次に、外側タンク１１を加工する。
【０１０２】
　外側タンク１１は、内側タンク１２と同様に、例えば底部側が未加工の外側タンク１１
を用意し、これに内側タンク１２を挿入した後、外側タンク１１の底部を加工する。
【０１０３】
　なお、外側タンク１１の底部は、内側タンク１２の蓋部１３と一部で接合するよう構成
されている。これにより、外側タンク１１と内側タンク１２との間に、密閉された空間が
形成される。なお、外側タンク１１の底部側の構造を絞り加工等により形成してもよい。
【０１０４】
　その後、この外側タンク１１と内側タンク１２との間の空間が略真空となるように、ポ
ンプ等により内部の空気を吸引する。このとき、例えば外側タンク１１に予めバルブを設
けておき、ポンプによる吸引後にバルブを閉鎖するようにしてもよい（第４の工程）。
【０１０５】
　次に、蓄熱装置１０の底部側の開口部分に、入口パイプ２０及び出口パイプ３０を挿入
する。
【０１０６】
　このとき、出口パイプ３０が整流板４０の貫通孔４２を貫通することにより、整流板４
０の径方向での位置決めがなされる。
【０１０７】
　また、入口パイプ２０の押さえ部２０ｂが、整流板４０を底部側から支持することによ
り、整流板４０の底部側への移動が規制される（第５の工程）。
【０１０８】
　以上の工程によって、蓄熱装置１０が製造される。
【０１０９】
　このように構成された本発明の第２の実施形態の蓄熱装置１０は、前述の第１の実施形
態と同様の効果を奏する。
【０１１０】
　そしてさらに、第２の実施形態では、整流板４０の底部側の規制部材である第１の規制
部を、入口パイプ２０から突設した押さえ部２０ｂにより構成した。これにより、内側タ
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【０１１１】
　また、この押さえ部２０ｂは、樹脂製のパイプである出口パイプ３０により一体に形成
されるため、内側タンク１２及び整流板４０の形状の自由度を高めるができると共に、設
計変更にも柔軟に対応できることで、製造コストを抑えることができる。
【０１１２】
　特に、図５に示すように、整流板４０が略平面ではなく若干の曲面を備えるような形状
であっても、整流板４０の内周側で底面側への移動を規制することができる。
【０１１３】
　なお、図５に示す第２の実施形態において、前述の第１の実施形態の図１、図２、図３
又は図４のように、内側タンク１２と蓋部１３とを接合するようにしてもよい。
【０１１４】
　また、第１の実施形態において前述したように、整流板４０を電気的に卑となる材質と
したり、電気的に卑となる材質によって表面にメッキを施すことで、整流板４０を犠牲部
材として機能させてもよい。
【０１１５】
　また、第１の実施形態の図４に示すように、整流板４０の外縁を折り曲げ加工して、エ
ッジ当たりを避けるように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の第１の実施形態の蓄熱装置の説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の他の例の蓄熱装置の要部の断面図を示す。
【図３】本発明の第１の実施形態のさらに別の例の蓄熱装置の要部の断面図を示す。
【図４】本発明の第１の実施形態のさらに別の例の蓄熱装置の要部の断面図を示す。
【図５】本発明の第２の実施形態の蓄熱装置の説明図である。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０　　蓄熱装置（貯留部）
　１１　　外側タンク
　１２　　内側タンク
　１２ａ　第１の規制部（規制部材）
　１２ｂ　第２の規制部（規制部材）
　１２ｃ　接合部
　１３　　蓋部
　１４　　凸部
　２０　　入口パイプ（媒体入口部）
　２０ａ　スリット部（媒体導入部）
　２０ｂ　押さえ部（第２の規制部）
　２１　　入口孔
　２２　　出口孔
　３０　　出口パイプ（媒体出口部）
　３０ａ　開口部（媒体排出部）
　４０　　整流板（整流部）
　４０ａ　折り返し部
　４１　　流通孔
　４２　　貫通孔
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